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１  監査 を 執 行 し た 監 査 委 員 名  

髙  橋  秀  明  

小  栗  一  徳  

林    伸  司  

櫻  田  慎 太 郎  

 

２  監査 の 種 類  

地 方 自治 法 第 １ ９ ９ 条 第２ 項 の 規 定 に よ る行 政 監 査  

 

３  監査 の 期 間  

令 和 ８年 １ 月 ６ 日 か ら 令和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日ま で  

 

４  監査 の 対 象  

(1) 対 象 事 務  

公 金 以 外 の 現 金 等 （ 以 下 「 準 公 金 （ 注 １ ）」 と い う 。） の 取 扱

い  

（ 注 １ ） 巻 末 資 料 ２ 「 柏 市 公 金 以 外 の 現 金 等 取 扱 基 準 」（ 令 和 ７

年 １ １ 月 ２ ０ 日 策 定 ） １ (1)及 び (2)参 照  

 

(2) 対 象 部 署  

全 部 署（ 令 和 ７ 年 １ ２ 月３ １ 日 時 点 で 準 公金 の 取 扱 い の ある

も の ）  

 

５  監査 の 目 的  

令 和 ７年 ９ 月 ２ ５ 日 付 けで ， 消 防 団 関 係 口座 か ら の 引 き 出 し及

び 現 金 の 取 扱 い に 関 し 横領 を 行 っ た 消 防 局職 員 に 対 す る 懲 戒処 分

が 行 わ れ た こ と を 契 機 とし て ， 企 画 部 Ｄ Ｘ推 進 課 に お い て 準公 金

の 取 扱 実 態 の 調 査 が 実 施さ れ ， 令 和 ７ 年 １１ 月 ２ ０ 日 付 け で「 柏

市 公 金 以 外 の 現 金 等 取 扱基 準 」（ 以 下 「 取扱 基 準 」 と い う 。） が 新

た に 策 定 さ れ た 。  

監 査 委員 に お い て は ， 毎年 度 の 定 期 監 査 にお い て 全 部 署 を 対象

に 準 公 金 の 取 扱 い の 有 無を 調 査 し ， 該 当 のあ る 部 署 に は 調 書の 提

出 を 求 め て き た と こ ろ であ る 。 し か し ， ＤＸ 推 進 課 の 調 査 結果 に
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よ り ， 消 防 団 関 係 口 座 を含 め ， 準 公 金 を 取り 扱 っ て い る に もか か

わ ら ず 「 該 当 な し 」 と 回答 し て い た 部 署 が複 数 存 在 す る こ とが 判

明 し た 。  

そ も そも 準 公 金 は ， 法 令に よ り そ の 管 理 方法 が 定 め ら れ て おら

ず ， 不 適 切 な 事 案 が 発 生す る リ ス ク が 大 きい も の で あ る 。 この た

び の 不 適 切 な 事 案 の 発 生は ， 市 内 部 に お ける 統 制 や 情 報 共 有体 制

の 不 備 を 示 唆 す る も の であ り ， 監 査 委 員 が従 前 把 握 し て い なか っ

た 準 公 金 に 係 る 取 扱 い を中 心 に ， 早 急 に 実態 把 握 及 び 管 理 状況 の

検 証 ， さ ら に 取 扱 基 準 の運 用 状 況 の 点 検 を行 う 必 要 が あ る 。  

以 上 の状 況 を 踏 ま え ， 準公 金 に つ い て ， 市全 体 の 取 扱 実 態 を把

握 す る と と も に ， 管 理 体制 の 適 切 性 及 び 取扱 基 準 の 遵 守 ・ 定着 状

況 を 確 認 し ， 組 織 全 体 の統 制 強 化 を 図 る こと が 求 め ら れ て いる 。  

こ の ため ， 準 公 金 の 管 理運 営 が 適 切 に 行 われ て い る か を 検 証し ，

今 後 の 改 善 及 び 不 適 切 事案 の 再 発 防 止 に 資す る 提 言 を 行 う こと を

目 的 と し て 監 査 を 実 施 した 。  

 

６  監査 の 着 眼 点  

柏 市 監査 基 準 第 １ ３ 条 第４ 項 第 ３ 号 に よ り， 柏 市 監 査 等 実 施要

領 ４ (2)別 項 に 定 め る 監査 等 の 着 眼 点 の うち ，「 第 ３ 節  行政 監 査

の 着 眼 点 」 を 用 い た 。  

 

７  監査 の 概 要  

(1) 調 査 票 に よ る 書 面 調 査 の 実 施  

令 和 ７ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 時 点 （ 以 下 「 基 準 日 」 と い う 。） で ，

準 公 金を 取 り 扱 っ て い る部 署 に 対 し ， 調 査票 に よ る 回 答 を 求め

た 。 回答 内 容 の 集 計 結 果に つ い て は 以 下 のと お り で あ る 。 各表

中 の 数値 は 基 準 日 に お ける 数 値 と な る 。 また ， 取 扱 基 準 に 基づ

き ， 特に 留 意 す べ き と 認め た 事 項 を 意 見 とし て 各 項 目 の 文 末に

付 記 する 。  

ア  取 り 扱 っ て い る 準 公金 に つ い て  

(ｱ) 監査 対 象 の 準 公 金  

準 公 金 の 取 扱 い が あ る のは １ ８ 部 局 に お ける ３ １ 課 室 で ，
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計 ４ ７団 体 （ 件 ） で あ った 。 そ の う ち ， 取扱 基 準 に 規 定 さ

れ た 協議 会 等 の 所 有 に 属す る 準 公 金 は ４ ５団 体 ， 協 議 会 等

の 団 体の 所 有 に 属 さ な い準 公 金 は ２ 件 あ った 。 各 表 中 の 合

計 が 「４ ７ 団 体 」 の 場 合， 団 体 の 所 有 に 属さ な い 準 公 金 ２

件 も 含む も の と す る 。  

対 象 の 部 局 別 の 所 管 課 室及 び 団 体 に つ い ては ， 巻 末 資 料

１ の とお り で あ る 。  

(ｲ) 団体 の 設 置 目 的  

設 置 目的  団 体 数  構 成 比  

関 係 団 体 と の 連 絡 ・ 調 整・

連 携 事 業  

18 団 体  40.0％  

イ ベ ン ト 事 業  3 団 体  6.7％  

地 域 ・ 住 民 と の 連 絡 ・ 調

整 ・ 連 携 事 業  

3 団 体  6.7％  

自 治 体 間 の 連 絡 ・ 調 整 ・連

携 事 業  

4 団 体  8.9％  

調 査 ・ 研 究 ・ 研 修 事 業  2 団 体  4.4％  

そ の 他  15 団 体  33.3％  

合 計 （ 注 ２ ）  45 団 体  100.0％  

（ 注 ２ ） 団 体 数 の 合 計 が ４ ５ 団 体 に な る 理 由 は ， 団 体 の 所 有 に

属 さ な い ２ 件 （ 巻 末 資 料 １ № １ ２ 及 び １ ８ ） は ， 性 質 上 ，

表 の 中 に 含 め て い な い た め 。（ ( ｳ )及 び ( ｵ )に つ い て も 同

様 ）  

(ｳ) 団体 の 設 立 経 過 年 数  

設 立 経過 年 数  団 体 数  構 成 比  

5 年 未 満  3 団 体  6.6％  

5 年 以 上 10 年 未 満  1 団 体  2.2％  

10 年 以 上 20 年 未 満  4 団 体  8.9％  

20 年 以 上 30 年 未 満  7 団 体  15.6％  

30 年 以 上  30 団 体  66.7％  

合 計 （ 注 ２ ）  45 団 体  100.0％  
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(ｴ) 団体 等 の 現 金 を 市 が取 り 扱 っ て い る 理由  

理 由  団 体 数  構 成 比  

市 が 事 務 局 を 担 っ て い るた

め  

27 団 体  57.4％  

会 長 市 ／ 幹 事 市 等 の 輪 番制

に よ り 当 該 年 度 の 会 計 を代

表 し て 管 理 し て い る た め  

7 団 体  14.9％  

公 益 性 が 高 く 市 の 所 管 事務

と 密 接 に 関 連 し て い る ため  

1 団 体  2.1％  

業 務 効 率 化 ・ 事 務 処 理 の合

理 性  

2 団 体  4.3％  

市 の 職 員 が 団 体 役 員 や 事務

局 員 を 兼 務 し て お り ， 管理

上 合 理 的 な 必 要 性 が あ るた

め  

4 団 体  8.5％  

セ キ ュ リ テ ィ ・ 保 管 上 の理

由  

1 団 体  2.1％  

一 時 的 な 取 り ま と め ・ 預か

り と し て 市 が 預 か っ て いる

た め  

2 団 体  4.3％  

そ の 他  3 団 体  6.4％  

合 計  47 団 体  100.0％  

(ｵ) 団体 の 運 営 状 況  

運 営 状況  団 体 数  構 成 比  

年 3 回以 上 活 動  32 団 体  71.1％  

年 1～ 2 回 程 度 活 動  12 団 体  26.7％  

ほ と ん ど 活 動 な し  1 団 体  2.2％  

合 計 （ 注 ２ ）  45 団 体  100.0％  
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(ｶ) 管理 し て い る 準 公 金の 主 な 原 資  

主 な 原資  団 体 数  構 成 比  

構 成 団 体 （ 員 ） か ら の 会費  22 団 体  46.8％  

国 ， 県 ， 市 か ら の 補 助 金・

負 担 金 ・ 交 付 金 ・ 協 賛 金  

17 団 体  36.2％  

民 間 団 体 か ら の 補 助 金 ・負

担 金 ・ 交 付 金 ・ 協 賛 金  

1 団 体  2.1％  

個 人 か ら の 寄 附 金  1 団 体  2.1％  

そ の 他  6 団 体  12.8％  

合 計  47 団 体  100.0％  

(ｷ) 団体 の 組 織 内 会 計 監査 の 実 施 の 有 無  

組 織 内会 計 監 査 の 実 施  団 体 数  構 成 比  

有 り  37 団 体  78.7％  

無 し  10 団 体  21.3％  

合 計  47 団 体  100.0％  

「 無 し 」 と 回 答 し た １ ０団 体 の う ち ２ 団 体（ 巻 末 資 料 １  

№ ２ １及 び ３ １ ） は ， 準公 金 の 取 扱 い が 令和 ８ 年 １ 月 １ 日

で 終 了し た も の 及 び 現 在活 動 休 止 中 の も ので あ る 。  

 

取 扱 基 準 で は ， 団 体 に よる 監 査 が 行 わ れ てい な い 場 合 は ，

年 ２ 回以 上 現 金 出 納 簿 と預 金 通 帳 等 を 突 合す る こ と に よ り ，

公 金 以外 現 金 等 管 理 者 であ る 所 属 長 の 確 認を 受 け ， そ の 結

果 を 部 局 長 に 報 告 す る こ と と 規 定 し て い る 。「 無 し 」 と 回

答 し た ８ 団 体 （ 上 記 ２ 団 体 を 除 く 。） の う ち ３ 団 体 （ 巻 末

資 料 １  № ３ ， ４ 及 び ４ ２ ） は ， こ の 規 定 に 基 づ い た 報 告

を 行 っ て お り ， ２ 団 体 （ 巻 末 資 料 １  № ７ 及 び ３ ０ ） は ，

今 後 ，こ の 報 告 を 行 う 予定 と の こ と で あ った 。  

ま た ， ２ 件 （ 巻 末 資 料 １  № １ ２ 及 び １ ８ ） は ， 団 体 の

所 有 に属 さ な い 準 公 金 のた め ， 実 態 に 合 わせ て 取 扱 基 準 を

準 用 し報 告 を 行 っ て い ると の こ と で あ っ た。 残 り の １ 団 体

（ 巻 末 資 料 １  № ２ ９ ） は ， 準 公 金 の 原 資 が 募 金 に よ る 寄

付 金 で， 報 告 頻 度 に つ いて は ， 活 動 期 間 が限 ら れ て い る こ
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と か ら， Ｄ Ｘ 推 進 課 に 相談 の 上 ， 実 態 に 合わ せ た 報 告 を 行

っ て いる と の こ と で あ った 。  

 

イ  事 務 取 扱 い に つ い て  

(ｱ) 規約 の 中 に 市 が 団 体の 経 理 事 務 等 を 行う 根 拠 が あ る か  

根 拠  団 体 数  構 成 比  

有 り  35 団 体  74.5％  

無 し  12 団 体  25.5％  

合 計  47 団 体  100.0％  

(ｲ) 柏 市 行 政 組 織 規 則 等に 団 体 の 経 理 事 務等 を 行 う 根 拠 が あ

る か  

根 拠  団 体 数  構 成 比  

有 り  13 団 体  27.7％  

有 り （ 直 接 的 な 根 拠 は ない

が ， 関 連 性 の 高 い 項 目 の記

載 を 根 拠 と し て い る ）  

27 団 体  57.4％  

無 し （ (ｱ)規 約 に 根 拠 有

り ）  

6 団 体  12.8％  

無 し  1 団 体  2.1％  

合 計  47 団 体  100.0％  

「 無 し 」 と 回 答 し た １ 団 体 （ 巻 末 資 料 １  № ２ １ ） は ，

準 公 金の 取 扱 い が 令 和 ８年 １ 月 １ 日 で 終 了し た も の で あ る 。  

 

監 査 委員 意 見  

(ｱ) 規約 の 中 に 市 が 団 体の 経 理 事 務 等 を 行う 根 拠 が あ る か  

各 団 体 の 規 約 に ど の よ うな 規 定 を 設 け る かに つ い て は ，

取 扱 基準 が 定 め る と こ ろで は な い が ， 団 体の 目 的 ， 事 業 内

容 ， 会計 処 理 手 続 ， 会 計監 査 等 を 規 約 に 明確 に 定 め る こ と

で ， 団体 の 運 営 及 び 準 公金 の 管 理 の 適 正 化及 び 厳 格 化 に つ

な が るこ と か ら ， 現 金 等の 取 扱 い に 係 る 規定 を 設 け る こ と

が 望 まし い 。  
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ウ  経 理 事 務 に お け る 担当 者 に つ い て  

(ｱ) 会計 担 当 者 の 指 定  

会 計 担 当 者 の 指 定  団 体 数  構 成 比  

指 定 し て い る  46 団 体  97.9％  

指 定 し て い な い  1 団 体  2.1％  

合 計  47 団 体  100.0％  

「 指 定 し て い な い 」 と 回 答 し た １ 団 体 （ 巻 末 資 料 １  №

１ ８ ）は ， 準 公 金 の 管 理方 法 に つ い て 協 議中 で あ り ， 決 ま

り 次 第提 出 予 定 と の こ とだ っ た 。（ (ｲ)に つい て も 同 様 ）  

(ｲ) 会計 補 助 者 の 指 定  

会 計 補 助 者 の 指 定  団 体 数  構 成 比  

指 定 し て い る  45 団 体  95.7％  

指 定 し て い な い   2 団 体  4.3％  

合 計  47 団 体  100.0％  

「 指 定 し て い な い 」 と 回答 し た ２ 団 体 の うち １ 団 体 （ 巻

末 資 料 １  № ２ ９ ） は ， 指 定 の 手 続 を 進 め て い る と の 回 答

で あ った 。  

(ｳ) (ｱ)及 び (ｲ)の 届 出 の有 無  

届 出  団 体 数  構 成 比  

有 り  26 団 体  56.5％  

無 し  20 団 体  43.5％  

合 計 （ 注 ３ ）  46 団 体  100.0％  

（ 注 ３ ） 団 体 数 の 合 計 が ４ ６ 団 体 に な る 理 由 は ， (ｱ)及 び (ｲ)で

「 指 定 し て い な い 」 と 回 答 し た １ 団 体 は 含 ま れ て い な い

た め 。  
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(ｴ) 準公 金 の 管 理 に 関 する 担 当 者 の 業 務 量  

業 務 量  団 体 数  構 成 比  

通 常 業 務 の 範 囲 内 で 対 応で

き て い る  

40 団 体  85.1％  

一 部 ， 時 間 外 対 応 等 が 必要

と な る 場 合 が あ る  

6 団 体  12.8％  

継 続 的 に 時 間 外 対 応 等 が必

要 で 負 担 が 大 き い  

1 団 体  2.1％  

合 計  47 団 体  100.0％  

(ｵ) 会計 担 当 者 及 び 会 計補 助 者 の 変 更 サ イク ル  

変 更 サイ ク ル  団 体 数  構 成 比  

年 度 毎 に 変 更  17 団 体  36.2％  

半 年 ほ ど で 変 更  1 団 体  2.1％  

職 員 の 異 動 に 伴 い 変 更  26 団 体  55.3％  

単 年 度 の み の 事 業 の た め，

変 更 を 想 定 し て な い  

2 団 体  4.3％  

そ の 他  1 団 体  2.1％  

合 計  47 団 体  100.0％  

(ｶ)「 職 員 の 異 動 に 伴 い 変 更 」 と 回 答 し た 団 体 の 基 準 日 時 点

の 担 当年 数 （ 複 数 回 答 有）  

職 員  担 当 年数  人 数  

会 計 担 当 者  1 年 目  11 人  

2 年 目  11 人  

3 年 目 以 上  7 人  

会 計 補 助 者  1 年 目  9 人  

2 年 目  12 人  

3 年 目 以 上  6 人  

複 数 年 度 担 当 す る 会 計 担当 者 及 び 会 計 補 助者 が そ れ ぞ れ

１ ８ 人い た 。  
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監 査 委員 意 見  

(ｲ) 会計 補 助 者 の 指 定  

準 公 金 の 取 扱 い に つ い て， 複 数 の 者 に よ る管 理 体 制 を 構

築 す るこ と は ， 不 正 防 止の 観 点 か ら 極 め て重 要 で あ る 。 公

金 以 外現 金 等 管 理 者 で ある 所 属 長 に お い ては ， 取 扱 基 準 ３

(3)ア に 基 づ き ， 会 計 担 当 者 及 び 会 計 補 助 者 の 指 定 を 速 や

か に 行わ れ た い 。  

 

(ｵ) 会 計 担 当 者 及 び 会 計補 助 者 の 変 更 サ イク ル  

(ｶ)「 職 員 の 異 動 に 伴 い 変 更 」 と 回 答 し た 団 体 の 基 準 日 時 点

の 担 当年 数  

会 計 担 当 者 及 び 会 計 補 助者 の 指 定 に つ い て， 取 扱 基 準 に

は 担 当者 変 更 の ス パ ン に関 す る 明 確 な 規 定は な い が ， 長 期

間 に わた り 特 定 の 職 員 が管 理 を 担 当 す る こと で 不 正 行 為 ，

事 務 処理 上 の 誤 り 及 び 手続 上 の 不 備 の 発 見が 遅 れ る リ ス ク

が よ り増 大 す る た め ， 定期 的 に 担 当 者 を 変え る こ と が 望 ま

し い 。  

そ の た め ， 取 扱 基 準 の 所管 部 署 に お い て は， 会 計 担 当 者

及 び 会計 補 助 者 の 年 数 を具 体 的 に 定 め ， 明文 化 し て い た だ

き た い。  

な お ， 人 数 が 少 な く 担 当者 を 変 更 す る こ とが 難 し い 実 態

も 見 受け ら れ た た め ， 例え ば 部 局 の 次 長 級職 員 （ 部 局 に 次

長 級 職員 が 配 置 さ れ て いな い 場 合 は ， 部 局長 ） に よ る チ ェ

ッ ク を併 用 す る な ど ， 管理 が 特 定 の 職 員 １人 に 集 中 し な い

方 法 につ い て 取 扱 基 準 の所 管 部 署 に お い ても 検 討 し て い た

だ き たい 。  
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エ  準 公 金 の 管 理 状 況 につ い て  

(ｱ) 取扱 い 状 況 （ 複 数 回答 有 ）  

取 扱 有り  団 体 数  

現 金  20 団 体  

預 金 通 帳 等  47 団 体  

届 出 印 （ 注 ４ ）  46 団 体  

キ ャ ッ シ ュ カ ー ド  14 団 体  

（ 注 ４ ） 預 金 通 帳 等 の 保 管 団 体 数 と 届 出 印 の 保 管 団 体 数 に 差 異

が 生 じ る 理 由 は ， 生 活 保 護 受 給 者 等 の 死 亡 後 の 遺 留 金

（ 巻 末 資 料 １  № １ ８ ） に つ い て ， 預 金 通 帳 等 は 保 管 し

て い る が ， 届 出 印 の 保 管 は な い た め 。（ (ｴ )及 び ( ｵ )に つ

い て も 同 様 ）  

(ｲ) 現金 の 保 管 方 法  

保 管 方法  団 体 数  構 成 比  

鍵 付 収 納 庫 （ 金 庫 含 む ）  19 団 体  95.0％  

そ の 他  1 団 体  5.0％  

合 計  20 団 体  100.0％  

「 そ の 他 」 と 回 答 し た １ 団 体 （ 巻 末 資 料 １  № ３ ５ ） は ，

基 本 的に 現 金 を 預 か っ た時 点 で す ぐ に 入 金手 続 を 行 っ て お

り ， 現金 と し て 保 管 す る期 間 が な い と の こと で あ っ た 。  

(ｳ) 預金 通 帳 等 の 保 管 方法  

保 管 方法  団 体 数  構 成 比  

鍵 付 収 納 庫 （ 金 庫 含 む ）  47 団 体  100.0％  

合 計  47 団 体  100.0％  

(ｴ) 届出 印 の 保 管 方 法  

保 管 方法  団 体 数  構 成 比  

鍵 付 収 納 庫 （ 金 庫 含 む ）  42 団 体  91.3％  

担 当 者 の 机 の 中 （ 鍵 有 ）  1 団 体  2.2％  

担 当 者 の 机 の 中 （ 鍵 無 ）  1 団 体  2.2％  

所 属 長 の 机 の 中 （ 鍵 有 ）  2 団 体  4.3％  

合 計 （ 注 ４ ）  46 団 体  100.0％  

(ｳ)及 び (ｴ)に つ い て ， 取扱 基 準 で は ， 預 金通 帳 等 及 び 届

出 印 は， そ れ ぞ れ 異 な る施 錠 可 能 な 場 所 に保 管 す る こ と と
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規 定 され て い る 。 預 金 通帳 等 は 全 て 金 庫 や鍵 の あ る 収 納 庫

で 保 管 さ れ て い た が ， 届 出 印 は １ 団 体 （ 巻 末 資 料 １  № ４

２ ） が鍵 の な い 担 当 者 の机 の 中 で 保 管 さ れて い た 。  

(ｵ) 預金 通 帳 等 と 届 出 印の 保 管 場 所 及 び 取扱 職 員  

保 管 場所 及 び 取 扱 職 員  団 体 数  構 成 比  

そ れ ぞ れ 異 な る 場 所 に 保管

し ， 異 な る 職 員 が 管 理 して

い る  

34 団 体  73.9％  

そ れ ぞ れ 異 な る 場 所 に 保管

し ， 同 一 の 職 員 が 管 理 して

い る  

11 団 体  23.9％  

同 一 の 場 所 に 保 管 し ， 同一

の 職 員 が 管 理 し て い る  

1 団 体  2.2％  

合 計 （ 注 ４ ）  46 団 体  100.0％  

取 扱 基 準 で は ， 届 出 印 の管 理 は 公 金 以 外 現金 等 管 理 者 で

あ る 所属 長 が 行 い ， 預 金通 帳 等 及 び 保 管 場所 の 鍵 は 会 計 担

当 者 及び 会 計 補 助 者 が それ ぞ れ 別 々 に 管 理す る こ と を 規 定

し て いる 。 預 金 通 帳 等 と届 出 印 を 同 一 の 職員 が 管 理 し て い

る 団 体 が １ １ 団 体 （ 巻 末 資 料 １  № １ １ ， １ ４ ～ １ ７ ， １

９ ， ３ ５ ， ３ ８ ～ ４ ０ 及 び ４ ７ ）， 同 一 の 場 所 で 保 管 し ，

同 一 の 職 員 が 管 理 し て い る 団 体 が １ 団 体 （ 巻 末 資 料 １  №

６ ） あっ た 。  

(ｶ) キャ ッ シ ュ カ ー ド の保 管 方 法  

保 管 方法  団 体 数  構 成 比  

鍵 付 収 納 庫 （ 金 庫 含 む ）  14 団 体  100.0％  

合 計  14 団 体  100.0％  
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(ｷ) 預金 通 帳 等 へ の 記 帳サ イ ク ル  

記 帳 サイ ク ル  団 体 数  構 成 比  

キ ャ ッ シ ュ カ ー ド 使 用 時に

預 金 通 帳 等 に も 記 帳  

11 団 体  78.6％  

期 間 を 定 め て 記 帳  2 団 体  14.3％  

そ の 他  1 団 体  7.1％  

合 計  14 団 体  100.0％  

(ｸ) キャ ッ シ ュ カ ー ド の今 後 の 保 持 予 定  

今 後 の保 持 予 定  団 体 数  構 成 比  

当 面 は 利 用 予 定 だ が ， 将来

的 な 見 直 し は 必 要 と 考 えて

い る  

2 団 体  14.3％  

必 要 性 が あ り ， 今 後 も 継続

利 用 予 定  

12 団 体  85.7％  

合 計  14 団 体  100.0％  

取 扱 基 準 で は 原 則 と し て， 預 金 口 座 に 係 るキ ャ ッ シ ュ カ

ー ド は保 持 し な い こ と とし て い る 。 た だ し， 金 融 機 関 の 窓

口 受 付時 間 外 に 現 金 等 の引 き 出 し が 必 須 であ る な ど の 真 に

や む を得 な い 理 由 が あ る場 合 を 除 く と 規 定し て い る 。  

「 必 要 性 が あ り ， 今 後 も継 続 利 用 予 定 」 と回 答 し た 団 体

の 主 な理 由 は ， 緊 急 的 な支 払 や 両 替 が 生 じた 際 に ， 時 間 を

問 わ ずＡ Ｔ Ｍ で 対 応 で きる こ と ， ま た ， キャ ッ シ ュ カ ー ド

を 利 用す る こ と で 振 込 手数 料 が 安 く な る など が あ っ た 。  

 

監 査 委員 意 見  

(ｴ) 届出 印 の 保 管 方 法  

(ｵ) 預金 通 帳 等 と 届 出 印の 保 管 場 所 及 び 取扱 職 員  

取 扱 基 準 ３ (3)イ (ｲ)及 び (ｳ)に 基 づ き ， 預 金 通 帳 等 及 び

届 出 印そ れ ぞ れ の 保 管 場所 を 分 け る こ と は， 不 正 行 為 の 未

然 防 止を 図 る た め ， 内 部統 制 上 重 要 な 措 置で あ る 。 つ い て

は ， 取扱 基 準 の 趣 旨 を 十分 に 踏 ま え ， 今 後は 預 金 通 帳 等 及

び 届 出印 を 異 な る 施 錠 可能 な 場 所 に 保 管 する と と も に ， 異
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な る 職員 に よ る 管 理 を 厳格 に 徹 底 さ れ た い。  

 

(ｸ) キャ ッ シ ュ カ ー ド の今 後 の 保 持 予 定  

取 扱 基 準 ３ (3)イ (ｴ)の 例外 に 基 づ き ， キ ャッ シ ュ カ ー ド

を 今 後も 保 持 す る 予 定 と回 答 し た 団 体 に おい て は ， キ ャ ッ

シ ュ カー ド は ， そ れ の みで 入 出 金 が 可 能 であ り ， 不 正 や 事

故 の リス ク が 高 い こ と を認 識 の 上 ， 責 任 の所 在 を 明 確 に し

た 厳 重な 管 理 が 不 可 欠 とな る 。 現 行 の 取 扱基 準 は ， キ ャ ッ

シ ュ カー ド の 保 持 を 認 める 場 合 の 管 理 方 法が 具 体 的 で な い

た め ， 取 扱 基 準 の 所 管 部 署 に お い て ， 例 え ば 持 出 者 ・ 日

時 ・ 用途 ・ 返 却 確 認 者 等を 記 録 す る 帳 簿 の整 備 や ， 預 金 通

帳 等 の記 帳 に よ る 事 後 確認 の 徹 底 等 を 取 扱基 準 に 明 確 に 規

定 す る等 ， 管 理 体 制 の 強化 を 図 ら れ た い 。  

 

オ  経 理 事 務 の 記 録 に つい て  

(ｱ) 現金 出 納 簿 の 有 無  

現 金 出納 簿  団 体 数  構 成 比  

有 り  43 団 体  91.5％  

無 し  4 団 体  8.5％  

合 計  47 団 体  100.0％  

取 扱 基 準 で は ， 現 金 に つい て は 現 金 出 納 簿を 備 え る こ と

と 規 定 し て い る 。「 無 し 」 と 回 答 し た 団 体 は ， ４ 団 体 （ 巻

末 資 料１  № １ １ ， ２ ２， ２ ９ 及 び ４ ５ ）あ っ た 。  

【「 有 り 」 と 回 答 し た 団体 の 保 管 形 態 】  

保 管 形態  団 体 数  構 成 比  

鍵 付 収 納 庫 （ 金 庫 含 む ）  12 団 体  27.9％  

鍵 な し 収 納 庫  3 団 体  6.9％  

デ ー タ 管 理  26 団 体  60.5％  

そ の 他  2 団 体  4.7％  

合 計  43 団 体  100.0％  
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(ｲ) 根拠 書 類 の 保 管 状 況  

保 管 状況  団 体 数  構 成 比  

全 て 保 管 し て い る  44 団 体  93.6％  

一 部 は 保 管 し て い る  3 団 体  6.4％  

合 計  47 団 体  100.0％  

「 一 部 は 保 管 し て い る 」と 回 答 し た ３ 団 体（ 巻 末 資 料 １  

№ １ １， ２ ０ 及 び ３ １ ）に つ い て ， 短 期 間の み 使 用 す る 資

料 で ，恒 常 的 に 保 管 す る必 要 が な い と 判 断し た た め と の こ

と で あっ た 。  

(ｳ) 根拠 書 類 の 保 管 期 間  

保 管 期間  団 体 数  構 成 比  

3 年  7 団 体  14.9％  

5 年  17 団 体  36.2％  

5 年 以 上  23 団 体  48.9％  

合 計  47 団 体  100.0％  

(ｴ) 所属 長 の 決 裁 （ 報 告） 頻 度  

所 属 長 の 決 裁 （ 報 告 ） 頻 度  団 体 数  構 成 比  

増 減 が 生 じ る 都 度 ， 行 っ

て い る  

32 団 体  68.1％  

増 減 の あ っ た 月 の み ， ま

と め て 行 っ て い る  

1 団 体  2.1％  

月 に 1 度 程 度 行 っ て い る  9 団 体  19.2％  

半 年 に 1 度 程 度 行 っ て い

る  

1 団 体  2.1％  

増 減 は あ っ た が 今 年 度 は

ま だ 行 っ て い な い  

3 団 体  6.4％  

決 裁 （ 報 告 ） は 行 っ て い

な い  

1 団 体  2.1％  

合 計  47 団 体  100.0％  

「 決 裁 （ 報 告 ） は 行 っ てい な い 」 と 回 答 した １ 団 体 （ 巻

末 資 料１  № ３ １ ） は ，現 在 活 動 休 止 中 であ る 。  
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監 査 委員 意 見  

(ｱ) 現金 出 納 簿 の 有 無  

現 金 出 納 簿 は 資 金 の 収 入及 び 支 出 の 状 況 を記 録 し ， 資 金

の 流 れを 明 確 に す る も ので あ る と と も に ，預 金 通 帳 等 や 現

金 等 と突 合 を 行 う こ と によ り ， 不 正 行 為 や事 故 の 未 然 防 止

を 図 る上 で 重 要 な 役 割 を果 た す も の で あ る。 つ い て は ， 取

扱 基 準３ (3)ウ (ｱ)に 基 づき ， 現 金 出 納 簿 を適 切 に 備 え ， 現

金 の 収支 状 況 を 適 正 に 管理 さ れ た い 。  

 

カ  事 務 処 理 マ ニ ュ ア ルに つ い て  

(ｱ) 事務 処 理 マ ニ ュ ア ルの 作 成 状 況    

作 成 状況  団 体 数  構 成 比  

作 成 済  18 団 体  38.3％  

未 作 成  29 団 体  61.7％  

合 計  47 団 体  100.0％  

【 未 作成 の 理 由 】  

理 由  団 体 数  構 成 比  

マ ニ ュ ア ル 作 成 の 必 要 性

を 感 じ な か っ た た め  

11 団 体  38.0％  

作 成 に 当 た り 参 考 と な る

市 の 統 一 様 式 が 示 さ れ て

い な い た め  

1 団 体  3.4％  

業 務 量 ・ 取 扱 頻 度 が 少 な

く ， マ ニ ュ ア ル 化 す る ほ

ど の 規 模 で は な い と 判 断

し た た め  

8 団 体  27.6％  

事 務 担 当 が 数 年 に 1 度変

わ る な ど 変 動 的 で ， 継 続

的 な 活 用 が 難 し い た め  

1 団 体  3.4％  

既 存 の 要 領 ・ 引 継 資 料 ・

内 部 文 書 で 代 替 し て い る

た め  

6 団 体  20.7％  
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そ の 他  2 団 体  6.9％  

合 計  29 団 体  100.0％  

取 扱 基 準 に は ， 必 要 に 応じ て 要 領 又 は 事 務処 理 マ ニ ュ ア

ル 等 を 作 成 す る こ と と 規 定 さ れ て い る 。「 未 作 成 」 と 回 答

し た ２ ９ 団 体 の う ち ， ５ 団 体 （ 巻 末 資 料 １  № ９ ， １ ８ ，

２ ９ ，３ ５ 及 び ３ ７ ） は令 和 ８ 年 ３ 月 末 まで に 作 成 す る 予

定 と の こ と で あ っ た 。 ま た ， １ 団 体 （ 巻 末 資 料 １  № ２

２ ） は今 後 ， 関 係 団 体 と作 成 に つ い て 協 議す る 予 定 と の こ

と で あっ た 。  

(ｲ) 事務 処 理 マ ニ ュ ア ルの 共 有 状 況    

共 有 状 況  団 体 数  構 成 比  

所 属 内 で 共 有 し て い る  11 団 体  61.1％  

担 当 者 の み が 把 握 し て い

る  

7 団 体  38.9％  

合 計  18 団 体  100.0％  

 

監 査 委員 意 見  

(ｱ) 事務 処 理 マ ニ ュ ア ルの 作 成 状 況  

「 未 作 成 」 と 回 答 し た ２ ９ 団 体 の う ち ， ２ ３ 団 体 （ 注

５ ） は作 成 の 予 定 は な い又 は 未 定 と の 回 答で あ っ た 。 事 務

処 理 がそ の 時 々 の 担 当 者の 判 断 に 依 存 し てい る 現 状 で は ，

業 務 の一 貫 性 が 保 た れ ず， 意 図 せ ず 事 務 処理 の 誤 り や 記 録

漏 れ が生 じ る リ ス ク が 高い 。  

事 務 処 理 マ ニ ュ ア ル を 作成 し ， 所 属 内 で 共有 す る こ と で ，

業 務 の透 明 性 と 正 確 性 が向 上 し ， 事 務 誤 りの 防 止 や 担 当 者

の 負 担軽 減 に つ な が る だけ で な く ， 組 織 とし て 職 員 を 不 適

切 な 事案 か ら 守 る 役 割 も果 た す も の と 考 える 。 取 扱 基 準 ３

(6)に は ， 必 要 に 応 じ て 事 務 処 理 マ ニ ュ ア ル 等 を 作 成 す る

こ と と規 定 さ れ て い る こと か ら ， 現 時 点 で未 作 成 の 部 署 に

お い ては ， 準 公 金 ご と の事 務 処 理 マ ニ ュ アル 作 成 の 必 要 性

に つ いて ， 改 め て 検 討 され た い 。  

併 せ て ， 各 所 属 が 取 扱 基準 に 基 づ き ， 適 正に 準 公 金 を 管
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理 で きる よ う ， 取 扱 基 準の 所 管 部 署 に お いて は ， 事 務 処 理

マ ニ ュア ル の 統 一 様 式 （ひ な 型 ） を 作 成 する 等 ， 統 一 的 な

運 用 が図 れ る よ う に 努 めら れ た い 。  

（ 注 ５ ） 巻 末 資 料 １  № １ ， ６ ， ７ ， １ ０ ， １ １ ， １ ３ ， １ ４

～ １ ７ ， ２ ０ ， ２ １ ， ２ ３ ～ ２ ８ ， ３ ８ ～ ４ ０ ， ４ ２

及 び ４ ５ の 団 体  

 

キ  そ の 他  

(ｱ) 現在 の 準 公 金 の 管 理に 関 し て 認 識 す る課 題 ・ リ ス ク 等    

課 題 ・リ ス ク 等  団 体 数  構 成 比  

有 り  13 団 体  27.7％  

無 し  34 団 体  72.3％  

合 計  47 団 体  100.0％  

「 有 り 」 と 回 答 し た 主 な内 容 と し て ， 準 公金 の 管 理 方 法

に つ いて 統 一 的 な 取 扱 基準 の 明 確 化 や 文 書化 が 不 十 分 で あ

る と の課 題 や 現 金 等 の 紛失 ・ 盗 難 ， 災 害 ・事 故 時 の 消 失 の

リ ス ク， 職 員 の 心 理 的 負担 な ど が 挙 げ ら れた 。  

(ｲ) 今後 の 管 理 ・ 継 続    

今 後 の 管 理 ・ 継 続  団 体 数  構 成 比  

今 後 も 市 が 管 理 を す る 必

要 が あ り ， 現 状 ど お り 継

続 す る 予 定  

30 団 体  63.8％  

今 後 も 市 が 管 理 を す る 必

要 が あ る が ， そ の 方 法 に

つ い て 1 年 以 内 に 団 体 と

協 議 ， 見 直 し の 予 定 あ り  

1 団 体  2.1％  

市 が 管 理 す る 必 要 は な い

た め ， 団 体 へ の 移 管 を 検

討 予 定 又 は 検 討 中  

6 団 体  12.8％  

市 が 管 理 す る 必 要 は な い

た め ， 団 体 へ の 移 管 を 決

定 済  

2 団 体  4.3％  

会 長 市 ／ 幹 事 市 等 の 輪 番 7 団 体  14.9％  
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制 に よ り 当 該 年 度 の 会 計

を 代 表 し て 管 理 し て お

り ， 次 年 度 以 降 は 移 管 す

る 予 定  

そ の 他  1 団 体  2.1％  

合 計  47 団 体  100.0％  

最 も 多 い 「 今 後 も 市 が 管理 を す る 必 要 が あり ， 現 状 ど お

り 継 続す る 予 定 」 と い う回 答 の 主 な 内 容 には ， 市 が 協 議 会

の 事 務局 を 担 う こ と が 規約 等 に 規 定 さ れ てい る た め や ， 事

務 局 とな り 得 る も の が ほか に な く ， 管 理 せざ る を 得 な い た

め な どが あ っ た 。  

ま た ，「 市 が 管 理 す る 必 要 は な い た め ， 団 体 へ の 移 管 を

検 討 予定 又 は 検 討 中 」 とい う 回 答 の 主 な 内容 に は ， 管 理 運

営 は 関係 団 体 の 事 業 活 動の 一 環 と し て 自 主的 に 実 施 可 能 で

あ る こと か ら ， リ ス ク 等を 鑑 み 市 が 引 き 続き 管 理 す る 必 要

性 は 乏し い た め ， 市 に よる 管 理 は 廃 止 の 上， 団 体 へ 移 管 す

る こ とを 関 係 団 体 と 調 整中 な ど が あ っ た 。  

な お ，「そ の 他 」 と 回 答し た １ 件 （ 巻 末 資料 １  № １ ８ ）

に つ いて は ， 最 終 的 に は相 続 人 あ る い は 国庫 に 帰 属 す る こ

と に なる 福 祉 部 生 活 支 援課 の 遺 留 金 の こ とで あ る が ， 現 金

を 手 元で 管 理 す る リ ス クを 極 力 減 ら す た めに ， 令 和 ８ 年 度

か ら 「 歳 入 歳 出 外 現 金 （ 注 ６ ）」 と す る 方 向 で 関 係 部 署 と

協 議 を進 め て い る と の こと で あ っ た 。  

（ 注 ６ ） 歳 入 歳 出 外 現 金 と は ， 予 算 に お け る 歳 入 歳 出 （ 歳 計

現 金 ） と は 区 別 し て 保 管 し て い る 現 金 で あ り ， 地 方 自

治 法 施 行 令 第 １ ６ ８ 条 の ７ 第 ３ 項 に よ り 「 歳 入 歳 出 外

現 金 の 出 納 及 び 保 管 は ， 歳 計 現 金 の 出 納 及 び 保 管 の 例

に よ り ， こ れ を 行 な わ な け れ ば な ら な い 。」 と 定 め ら れ

て い る 。  

 

監 査 委員 意 見  

(ｲ) 今後 の 管 理 ・ 継 続  

「 今 後 も 市 が 管 理 を す る必 要 が あ り ， 現 状ど お り 継 続 す

る 予 定」 と 回 答 し た 団 体に お い て は ， 業 務の 一 環 と し て 取
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り 扱 うべ き 内 容 の も の か今 一 度 検 討 す る とと も に ， 今 後 も

取 り 扱う 必 要 が あ る と 判断 し た 場 合 に は ，準 公 金 の 中 で 行

う 事 業内 容 の 見 直 し を 検討 し て い た だ き たい 。 例 え ば ， 準

公 金 の用 途 と し て 記 念 品の 贈 呈 等 が あ る 場合 に は ， そ の 必

要 性 等を 十 分 精 査 し ， 社会 通 念 上 相 当 と 認め ら れ る 弔 意 に

伴 う よう な 最 小 限 の も のを 除 い て ， 縮 小 につ い て 検 討 し て

い た だき た い 。  

ま た ， 現 金 等 の 保 管 は 職員 に と っ て の 負 担が 大 き い こ と

か ら ，公 金 へ の 切 替 え の模 索 や ， 市 職 員 以外 で 管 理 が で き

な い か， 社 会 情 勢 の 変 化を 捉 え な が ら ， 今後 も 検 討 を 続 け

る こ とが 重 要 で あ る 。  

 

(2) 現 地 調 査 の 実 施  

(1)の 書 面 調 査 で 調 査 票 の 提 出 が あ っ た 部 署 の 中 で ， 直 近 の

定 期 監査 な ど で ， 監 査 事務 局 に 準 公 金 の 取扱 い に つ い て 報 告が

な く ，現 地 調 査 を 行 っ たこ と が な い 部 署 を中 心 に ７ 部 署 （ ７団

体 ） につ い て 監 査 事 務 局職 員 に よ る 現 地 調査 を 行 っ た 。  

調 査 概要 は 以 下 の と お りで あ る 。  

ア  現 地 調 査 実 施 部 署  

(ｱ) 市民 生 活 部 市 民 活 動支 援 課 （ 巻 末 資 料１  № ９ ）  

(ｲ) 健康 医 療 部 地 域 包 括支 援 課 （ 巻 末 資 料１  № １ ２ ）  

(ｳ) 福祉 部 生 活 支 援 課 （巻 末 資 料 １  № １８ ）  

(ｴ) 消防 局 企 画 総 務 課 （巻 末 資 料 １  № ３５ ）  

(ｵ) 消防 局 消 防 職 員 課 （巻 末 資 料 １  № ３６ ）  

(ｶ) 消防 局 消 防 団 課 （ 巻末 資 料 １  № ３ ７）  

(ｷ) 学校 教 育 部 指 導 課 （巻 末 資 料 １  № ４５ ）  

イ  実 施 時 期  

令 和 ８年 ２ 月 ５ 日 か ら 令和 ８ 年 ２ 月 １ ３ 日ま で  

ウ  現 地 調 査 実 施 概 要  

監 査 事務 局 職 員 ２ 名 か ら３ 名 に よ り 実 施 した 。 取 扱 基 準 に

基 づ き， 以 下 の 調 査 項 目に つ い て 確 認 の 上， 必 要 に 応 じ て担

当 職 員か ら の 説 明 を 求 めた 。  
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【 主 な調 査 項 目 】  

・ 預 金通 帳 等 ， 現 金 等 の管 理 状 況 （ 管 理 場所 ， 施 錠 状 況 ）  

・ 預 金通 帳 等 ， 現 金 等 の残 高 と 現 金 出 納 簿等 の 数 値 の 整 合  

・ 出 納管 理 （ 処 理 ） の 状況  

・ 金 額の 増 減 に 関 す る 事務 手 続 及 び 所 属 長確 認 状 況  

・ 準 公金 の 管 理 マ ニ ュ アル （ 取 扱 要 領 等 ）の 整 備 及 び 所 属 内

で の 共有 状 況  

・ 所 属内 で の 担 当 者 指 定等 の 状 況  

・ そ の他 管 理 上 不 適 切 な状 況 の 有 無  

エ  調 査 結 果  

調 査 の結 果 ， 取 扱 基 準 に沿 わ な い 対 応 が 確認 さ れ た も の は

以 下 のと お り で あ る 。  

(ｱ) 健康 医 療 部 地 域 包 括支 援 課 （ 巻 末 資 料１  № １ ２ ）  

地 域 包 括 支 援 課 に お い ては ， 認 知 症 や 知 的障 害 ， 精 神 障

害 な どに よ り 判 断 能 力 が十 分 で な い 方 の 財産 や 権 利 を 守 る

た め に， 現 金 や 預 金 通 帳等 を 成 年 後 見 人 等が 決 定 し 引 き 渡

し を 終え る ま で の 間 ， 本人 に 代 わ っ て 管 理を 行 っ て い る 。  

所 属 長 の 決 裁 に つ い て ，預 託 及 び 返 還 時 は受 け て い た が ，

そ の 間の 入 出 金 は ， 各 担当 者 が 個 々 で 現 金出 納 簿 を 管 理 し ，

決 裁 を受 け て い な か っ た。 不 正 行 為 や 事 故の 未 然 防 止 と い

う 観 点か ら ， 入 出 金 の 際に は ， そ の 結 果 を所 属 長 へ 随 時 報

告 す るな ど ， 組 織 と し て相 互 確 認 が 行 わ れる 体 制 を 整 え ら

れ た い。  

(ｲ) 消防 局 企 画 総 務 課 （巻 末 資 料 １  № ３５ ）  

消 防 局 消 防 職 員 課 （ 巻 末資 料 １  № ３ ６ ）  

消 防 局 消 防 団 課 （ 巻 末 資料 １  № ３ ７ ）  

上 記 ３ 部 署 に お い て は ，調 査 時 点 で は 収 入調 書 が 整 備 さ

れ て いな か っ た 。 既 に 整備 さ れ て い た 支 出調 書 と 同 様 に 収

入 調 書の 整 備 を 速 や か に行 わ れ た い 。  

(ｳ) 学校 教 育 部 指 導 課 （巻 末 資 料 １  № ４５ ）  

団 体 の 会 員 と な っ て い る教 育 委 員 会 事 務 局の 指 導 主 事 が

窓 口 とな り ， 指 導 課 に おい て 事 務 を 取 り 扱っ て い る が ， 入
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出 金 につ い て は 所 属 長 の決 裁 を 受 け て い なか っ た 。 ま た ，

関 係 帳票 や 事 務 処 理 マ ニュ ア ル も 未 整 備 であ っ た 。 取 扱 い

の 必 要性 を 含 め ， 早 急 な検 討 が 必 要 と 思 われ る 。  

 

(3) 聞 き 取 り 調 査 の 実 施  

(1)の 書 面 調 査 で 調 査 票 の 提 出 が あ っ た 部 署 の 中 で ， 監 査 委

員 が 特に 確 認 が 必 要 と 考え た ３ 部 署 （ ３ 団体 ） に つ い て ， 監査

委 員 によ る 聞 き 取 り 調 査を 行 っ た 。  

調 査 概要 は 以 下 の と お りで あ る 。  

ア  聞 き 取 り 調 査 実 施 部署  

(ｱ) 福祉 部 生 活 支 援 課 （巻 末 資 料 １  № １８ ）  

(ｲ) 消防 局 消 防 職 員 課 （巻 末 資 料 １  № ３６ ）  

(ｳ) 消防 局 消 防 団 課 （ 巻末 資 料 １  № ３ ７）  

イ  実 施 日  

令 和 ８年 ２ 月 ２ ６ 日 （ １部 署 あ た り 約 ３ ０分 間 ）  

ウ  調 査 結 果  

書 面 調査 及 び 現 地 調 査 を踏 ま え て ， 所 属 内で 行 っ た 見 直 し

や 今 後の 取 組 に つ い て ，改 め て 確 認 を 行 った 結 果 ， 特 に 問題

と な る点 は 確 認 さ れ な かっ た 。  

 

８  監査 の 結 果  

監 査 は， 柏 市 監 査 基 準 及び 取 扱 基 準 に 準 拠し 実 施 し た 。 そ の結

果 ， 改 善 や 検 討 が 必 要 な事 項 が 見 受 け ら れた た め ， 該 当 の 項目 を

別 紙 に ま と め た 。 今 後 ，定 期 監 査 等 で 継 続し て 確 認 を 行 う 予定 の

た め ， 監 査 対 象 部 署 は 準公 金 の 適 正 な 取 扱い に つ い て ， 継 続的 に

取 り 組 ん で い た だ き た い。  
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９  意見  

本 監 査を 実 施 し た 中 で 特に 留 意 す べ き と 認め た 事 項 を 意 見 とし

て 次 の と お り 付 記 す る 。  

(1) 取 扱 う 準 公 金 の 整 理 等 に つ い て  

準 公 金と し て 市 職 員 が 取り 扱 う 現 金 に つ いて は ， 会 計 管 理の

観 点 から ， そ の 取 扱 い は必 要 最 小 限 と し ，可 能 な 限 り 縮 減 して

い く こと が 望 ま し い 。 この た め ， 各 所 属 にお い て 準 公 金 と して

現 金 を取 り 扱 う 必 要 性 につ い て 改 め て 精 査す る と と も に ， 取扱

方 法 の見 直 し 等 を 通 じ て， 特 定 の 職 員 個 人の 会 計 管 理 と せ ず，

組 織 とし て そ れ ぞ れ の 役割 に 応 じ た 責 務 を明 確 化 し た 上 で の適

正 な 管理 体 制 の 構 築 及 び確 保 に 努 め ら れ たい 。  

と り わけ ， 生 活 支 援 課 にお い て 管 理 し て いる 生 活 保 護 受 給者

等 の 死 亡 後 の 遺 留 金 等 （ 巻 末 資 料 １  № １ ８ ） に つ い て は ， 保

管 額 が多 額 と な っ て い るほ か ， 長 期 間 整 理さ れ な い ま ま 滞 留し

て い る事 例 も 見 受 け ら れる こ と か ら ， 発 生の 抑 制 及 び 保 管 額の

縮 減 に向 け た 取 組 が 必 要で あ る 。  

身 寄 りの な い 方 が 亡 く なら れ た 場 合 の 遺 留金 等 の 取 扱 い につ

い て は， 厚 生 労 働 省 及 び法 務 省 が 共 同 し て示 し て い る 「 身 寄り

の な い方 が 亡 く な ら れ た場 合 の 遺 留 金 等 の取 扱 い の 手 引 」 にの

っ と った 適 切 な 対 応 が 求め ら れ る と こ ろ であ る 。 し か し な がら ，

現 在 の生 活 支 援 課 に お いて は ， 生 活 保 護 費の 支 給 業 務 を 始 めと

す る 日常 業 務 に 加 え ， 行旅 死 亡 人 等 に 係 る対 応 な ど 多 岐 に わた

る 業 務を 担 っ て お り ， 遺留 金 等 の 整 理 や 関係 手 続 を 進 め る ため

の 十 分な 体 制 が 確 保 さ れて い る と は 言 い 難く ， 手 引 に 沿 っ た対

応 を 行う こ と が 困 難 な 状況 に あ る こ と が うか が え る 。 そ の 結果

と し て， 遺 留 金 の 整 理 が進 ま ず ， 長 期 滞 留を 招 く 一 因 と な って

い る もの と 推 察 さ れ る 。  

こ う した 状 況 を 踏 ま え ，遺 留 金 等 の 発 生 抑制 及 び 早 期 整 理に

よ る 保管 額 の 縮 減 に 向 けて ， 他 市 の 状 況 を参 考 と し な が ら 関係

部 署 との 十 分 な 協 議 を 行う 等 に よ り ， 執 行体 制 の 整 備 を 含 めた

実 効 性の あ る 対 応 を 検 討さ れ た い 。  

な お ，遺 留 金 の 整 理 に 付随 し て 生 じ る 遺 骨の 取 扱 い に つ いて
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も ， 課題 が 認 め ら れ る 。現 在 ， 生 活 支 援 課に お い て は ， 委 託先

の 寺 院に お け る 埋 葬 が 行わ れ る ま で の 間 ，執 務 室 で 遺 骨 を 一時

的 に 保管 ・ 管 理 し て い る状 況 に あ る が ， 埋葬 ま で 一 定 の 期 間を

要 す るこ と か ら ， 保 管 され る 遺 骨 が 相 当 数に 及 ん で い る 状 況が

見 受 けら れ る 。  

遺 骨 の取 扱 い に つ い て は， 亡 く な ら れ た 方へ の 弔 意 及 び 尊厳

に 十 分配 慮 し た 対 応 が 強く 求 め ら れ る と ころ で あ り ， 保 管 から

埋 葬 に至 る ま で の 体 制 につ い て ， 関 係 部 署及 び 関 係 機 関 と 連携

の 上 ，必 要 な 体 制 の 在 り方 に つ い て 検 討 され た い 。 ま た ， 近年

は 身 寄り の な い 方 の 増 加な ど 社 会 状 況 の 変化 を 背 景 と し て ，こ

う し た課 題 が 全 国 的 に も顕 在 化 し て お り ，国 に お い て も 対 応に

つ い て検 討 が 進 め ら れ てい る と こ ろ で あ る。 国 の 動 向 や 他 自治

体 の 取組 事 例 も 参 考 に しな が ら ， 市 が 長 期に わ た り 遺 骨 を 保管

せ ざ るを 得 な い 状 況 の 改善 に 向 け た 方 策 につ い て 研 究 を 進 めら

れ た い。  

 

（ 対 象部 署 ） 福 祉 部 生 活支 援 課  

 

(2) 取 扱 基 準 の 実 効 性 に つ い て  

準 公 金の 取 扱 い に つ い ては ， 適 正 な 管 理 を確 保 す る 観 点 か ら，

明 確 なル ー ル の 整 備 と それ に 基 づ く 統 一 的な 運 用 が 不 可 欠 であ

る 。 本市 に お い て は ， 職員 に よ る 準 公 金 の不 適 切 な 取 扱 事 案の

発 生 を契 機 と し て ， 令 和７ 年 １ １ 月 ２ ０ 日に 取 扱 基 準 が 策 定さ

れ た とこ ろ で あ り ， 準 公金 の 管 理 に 関 す る基 本 的 な 取 扱 い を整

理 し たこ と は 評 価 で き る。  

し か しな が ら ， 今 回 の 監査 に お い て 各 所 属の 状 況 を 確 認 した

と こ ろ， 策 定 さ れ た 取 扱基 準 の 規 定 が 不 明確 で あ る 部 分 や 各所

属 に おけ る 管 理 の 実 態 と乖 離 が あ る 部 分 等が あ り ， 所 属 に よっ

て は 運用 に 苦 慮 し て い る状 況 が 見 受 け ら れた 。 例 え ば ， 会 計担

当 者 の長 期 間 固 定 に よ り不 正 リ ス ク が 高 まる こ と が 準 公 金 管理

上 の 課題 の 一 つ と 思 慮 され る が ， 現 行 の 取扱 基 準 に は 担 当 者変

更 の スパ ン に 関 す る 明 確な 規 定 が 設 け ら れて い な い 。 取 扱 基準



 

24 

 

の 実 効性 を よ り 高 め る 観点 か ら も ， 担 当 者変 更 の 目 安 を 設 ける

こ と が望 ま し い が ， 所 属に よ っ て は 人 事 異動 の 状 況 や 人 員 構成

に よ り画 一 的 な ス パ ン での 設 定 が 困 難 な 場合 も あ る こ と が 判明

し た 。こ の た め ， 例 え ば会 計 担 当 者 と 会 計補 助 者 を 半 年 ご とに

交 代 する ， あ る い は 人 数の 少 な い 部 署 で は次 長 等 に よ る チ ェッ

ク を 併用 す る な ど ， 実 情に 応 じ た 柔 軟 な 運用 が 考 え ら れ る 。そ

の ほ かに も ， 取 扱 基 準 では キ ャ ッ シ ュ カ ード は 原 則 と し て 保持

し な いこ と と さ れ ， 保 持す る 場 合 は ， 預 金通 帳 等 及 び 届 出 印と

同 様 の管 理 を 行 う こ と と短 く 規 定 さ れ て いる が ， 金 融 機 関 の窓

口 減 少や 窓 口 手 数 料 の 問題 か ら 複 数 の 所 属で キ ャ ッ シ ュ カ ード

を 保 持し て い た 。 こ の よう な 状 況 か ら ， キャ ッ シ ュ カ ー ド の管

理 に つい て も ， 実 態 を 反映 し た 規 定 に つ いて 検 討 す る 必 要 があ

る と 考え ら れ る 。  

ま た ，取 扱 基 準 に お い ては ， 事 務 処 理 マ ニュ ア ル の 整 備 が必

要 に 応じ て 求 め ら れ て いる も の の ， そ の 作成 に 当 た っ て の ひな

型 や 具体 的 な 記 載 項 目 が示 さ れ て い な い こと か ら ， 事 務 処 理マ

ニ ュ アル に つ い て ， 必 要性 の 判 断 や 内 容 が適 正 な も の と な るか

懸 念 され る 。  

取 扱 基準 に 実 効 性 を 持 たせ る た め に は ， 取扱 基 準 の 運 用 状況

を 踏 まえ つ つ ， 実 務 上 の課 題 に 応 じ た 見 直し を 適 宜 行 う と とも

に ， その 内 容 を 庁 内 に フィ ー ド バ ッ ク し てい く こ と が 重 要 であ

る 。 また ， 各 所 属 に お ける 適 正 な 事 務 処 理を 支 援 す る 観 点 から ，

事 務 処理 マ ニ ュ ア ル の ひな 型 や 事 務 処 理 に係 る チ ェ ッ ク リ スト

等 を 整備 し ， 全 庁 的 に 活用 で き る 環 境 を 整え る こ と に つ い ても

検 討 され た い 。  

な お ，本 取 扱 基 準 の 策 定に 当 た っ て は ， 危機 管 理 部 危 機 管理

政 策 課， 企 画 部 Ｄ Ｘ 推 進課 ， 財 政 部 財 政 課及 び 会 計 課 が 連 携し

て 対 応し た と の こ と で ある が ， 準 公 金 の 管理 は 内 部 統 制 及 びリ

ス ク 管理 の 観 点 か ら も 重要 な 課 題 で あ り ，そ の 適 正 な 管 理 は，

各 準 公金 に 係 る 事 務 を 所管 す る 部 署 に お いて 主 体 的 に 行 わ れる

べ き であ る 。 そ の 上 で ，今 後 に お い て も ，準 公 金 を 所 管 す る部

署 と 関係 部 署 が 相 互 に 連携 し な が ら 取 扱 基準 の 改 善 及 び 運 用の
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定 着 に取 り 組 み ， 組 織 とし て 準 公 金 の 管 理体 制 の 整 備 に 努 めら

れ た い。  

 

（ 対 象部 署 ） 危 機 管 理 部危 機 管 理 政 策 課  

        企 画 部Ｄ Ｘ 推 進 課  

        財 政 部財 政 課  

        会 計 課  

 

(3) 本 監 査 で 確 認 さ れ た 事 項 の 継 続 確 認 につ い て  

本 監 査は ， 職 員 に よ る 準公 金 の 横 領 事 案 の発 生 を 契 機 と し て，

準 公 金の 管 理 及 び 取 扱 いの 実 態 を 把 握 し ，そ の 適 正 化 及 び 厳格

化 を 図る 観 点 か ら 実 施 した も の で あ る 。  

本 市 にお い て は ， 取 扱 基準 が 令 和 ７ 年 １ １月 ２ ０ 日 に 策 定さ

れ ， 各所 属 に 対 し て 周 知が 図 ら れ た 。 そ の取 扱 基 準 の う ち ，担

当 者 を複 数 指 名 す る こ とや ， 預 金 通 帳 等 ・届 出 印 の 施 錠 で きる

場 所 での 管 理 な ど ， 特 に重 要 と 思 わ れ る 事項 に つ い て は 速 やか

な 対 応が 求 め ら れ た と ころ で あ る 。 本 監 査で は ， 本 取 扱 基 準の

策 定 後間 も な い 時 期 で はあ る も の の ， 令 和７ 年 １ ２ 月 ３ １ 日時

点 の 準公 金 の 管 理 状 況 につ い て 確 認 を 行 った 。  

監 査 の結 果 ， 準 公 金 の 管理 の 適 正 化 に 向 けた 取 組 が お お むね

進 め られ て い る 状 況 が 確認 さ れ た 一 方 で ，取 扱 基 準 の 内 容 が十

分 に 浸透 し て い な い と 認め ら れ る 事 例 や ，本 来 対 応 す べ き 事項

が 未 実 施 で あ る 事 例 ， 又 は 「 (2)取 扱 基 準 の 実 効 性 に つ い て 」

で も 述べ て い る と お り 取扱 基 準 と 管 理 実 態が 合 わ な い 事 例 も散

見 さ れた 。 準 公 金 は ， 職員 が そ の 管 理 に 関与 す る 以 上 ， そ の取

扱 い には 透 明 性 及 び 適 正性 が 求 め ら れ る とい う こ と は 言 う まで

も な い。  

各 所 属に お い て は ， 今 回の 監 査 結 果 を 踏 まえ ， 改 め て 準 公金

の 管 理の 重 要 性 を 認 識 する と と も に ， 取 扱基 準 の 内 容 を 十 分に

確 認 し， 収 支 管 理 の 方 法， 責 任 体 制 の 明 確化 ， 預 金 通 帳 等 及び

届 出 印の 管 理 ， 定 期 的 な確 認 体 制 の 確 保 など ， 必 要 な 管 理 手続

に つ いて 着 実 に 対 応 さ れた い 。 そ も そ も 管理 の 適 正 化 及 び 厳格
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化 は ，手 間 と 責 任 を 伴 うこ と に な る が ， 不正 を 生 み 出 さ せ ない

業 務 環境 を 整 え る こ と につ な が る と と も に， 最 終 的 に は 組 織と

し て 職員 を 守 る こ と に つな が っ て い く こ とを 職 員 各 自 が 十 分に

自 覚 すべ き で あ る 。  

な お ，本 監 査 に お い て 確認 さ れ た ， 対 応 が不 十 分 な 点 の 改善

状 況 及び 準 公 金 の 管 理 の適 正 化 に 向 け た 取組 状 況 に つ い て は，

今 後 実施 す る 定 期 監 査 等に お い て も 継 続 的に 確 認 を 行 う 予 定で

あ る 。各 所 属 に お い て は， 本 監 査 の 趣 旨 を十 分 に 踏 ま え ， 準公

金 の 取扱 い の 適 正 化 に 向け た 継 続 的 な 取 組を 着 実 に 進 め ら れる

よ う 強く 求 め る も の で ある 。  

 

（ 対 象部 署 ） 全 部 署  

 



 

 

・６ページ及び同ページ 監査委員意見 

 イ(ｱ) 規約の中に市が団体の経理事務等を行う根拠があるか 

    「無し」と回答した部署 

・７ページ及び９ページ 監査委員意見 

 ウ(ｲ) 会計補助者の指定 

    「指定していない」と回答した部署 

・８ページ及び９ページ 監査委員意見 

 ウ(ｵ) 会計担当者及び会計補助者の変更サイクル 

  (ｶ)「職員の異動に伴い変更」と回答した団体の基準日時点の担当年数 

    複数年度担当している部署 

・１０ページ，１１ページ及び１２ページ 監査委員意見 

 エ(ｴ) 届出印の保管方法 

    「担当者の机の中（鍵無）」と回答した部署 

  (ｵ) 預金通帳等と届出印の保管場所及び取扱職員 

    「それぞれ異なる場所に保管し，同一の職員が管理している」と回答した部署 

    「同一の場所に保管し，同一の職員が管理している」と回答した部署 

・１２ページ及び１３ページ 監査委員意見 

 エ(ｸ) キャッシュカードの今後の保持予定 

    保持している部署 

・１３ページ及び１５ページ 監査委員意見 

 オ(ｱ) 現金出納簿の有無 

    「無し」と回答した部署 

・１４ページ 

 オ(ｴ) 所属長の決裁（報告）頻度 

    「増減はあったが今年度はまだ行っていない」と回答した部署 

    「決裁（報告）は行っていない」と回答した部署 

・１５ページ及び１６ページ 監査委員意見 

 カ(ｱ) 事務処理マニュアルの作成状況 

    「未作成」と回答した部署 

・１７ページ及び１８ページ 監査委員意見 

 キ(ｲ) 今後の管理・継続 

    全部署 

・２０ページ (2) 現地調査の実施 エ 調査結果に記載のある部署 

別紙 令和７年度行政監査の結果に関し，定期監査等で確認を予定しているもの 



 

   

 

資料１ 準公金対象一覧表（ 所 管 部 署 名 は 令 和 ７ 年 度 時 点 の 表 記 ）  

No 所 管 部 署 等  団 体 名  

１   

危 機 管 理 部 防 災 安 全

課  

柏 市 防 犯 協 会  

２  下 総 自 衛 隊 協 力 会  

３  下 総 自 衛 隊 協 力 会 柏 支 部  

４  松 戸 自 衛 隊 協 力 会 柏 支 部  

５  
総 務 部 人 事 課 給 与 厚

生 室  
柏 市 役 所 職 員 厚 生 組 合  

６  企 画 部 経 営 戦 略 課  首 都 圏 業 務 核 都 市 首 長 会 議  

７  
企 画 部 共 生 ・ 交 流 推

進 セ ン タ ー  

柏 市 男 女 共 同 参 画 フ ォ ー ラ ム 実

行 委 員 会  

８  財 政 部 収 納 課  千 葉 県 都 市 税 務 協 議 会  

９  
市 民 生 活 部 市 民 活 動

支 援 課  
柏 市 ふ る さ と 協 議 会 連 合 会  

１ ０  市 民 生 活 部 市 民 課  
千 葉 県 連 合 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 事

務 協 議 会  

１ １  
健 康 医 療 部 健 康 政 策

課  
柏 市 生 涯 現 役 促 進 協 議 会  

１ ２  健 康 医 療 部 地 域 包 括

支 援 課  

権 利 擁 護 の 観 点 か ら 支 援 が 必 要

な 高 齢 者 の 預 金 通 帳 等 及 び 所 持

金 ※  

１ ３  
健 康 医 療 部 生 活 衛 生

課  

千 葉 県 食 品 衛 生 研 究 協 議 会 東 葛

地 区 研 究 会  

１ ４  
 

 

福 祉 部 福 祉 政 策 課  

社 会 を 明 る く す る 運 動 柏 市 推 進

委 員 会  

１ ５  愛 の 献 血 か し わ 推 進 協 議 会  

１ ６  柏 市 遺 族 会  

１ ７  
日 本 赤 十 字 社 千 葉 県 支 部 柏 市 地

区  

１ ８  福 祉 部 生 活 支 援 課  
生 活 保 護 受 給 者 等 の 死 亡 後 の 遺

留 金 ※  

１ ９  こ ど も 部 保 育 運 営 課  柏 市 乳 幼 児 保 健 懇 話 会  



 

   

 

２ ０  環 境 部 環 境 政 策 課  柏 市 環 境 保 全 協 議 会  

２ １  
環 境 部 ゼ ロ カ ー ボ ン

シ テ ィ 推 進 課  

か し わ パ ブ リ ッ ク エ ネ ル ギ ー 株

式 会 社  

２ ２  
経 済 産 業 部 商 工 観 光

課  
３ 市 連 携 周 遊 事 業 実 行 委 員 会  

２ ３  

経 済 産 業 部 農 政 課  

ア グ リ ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン か

し わ 委 員 会  

２ ４  
柏 市 園 芸 用 廃 プ ラ ス チ ッ ク 対 策

協 議 会  

２ ５  柏 市 畜 産 協 議 会  

２ ６  柏 市 農 作 業 受 託 推 進 連 絡 会  

２ ７  柏 市 農 業 再 生 協 議 会  

２ ８  柏 市 植 物 防 疫 協 会  

２ ９  都 市 部 公 園 緑 地 課  
公 益 社 団 法 人 千 葉 県 緑 化 推 進 委

員 会  

３ ０  
 

都 市 部 中 心 市 街 地 整

備 課  

柏 駅 前 再 発 見 プ ロ ジ ェ ク ト 実 行

委 員 会  

３ １  
柏 駅 西 口 北 地 区 ま ち づ く り 協 議

会  

３ ２   

土 木 部 交 通 政 策 課  

関 東 国 道 協 会 千 葉 県 地 区 協 議 会  

３ ３  
千 葉 東 葛 間 広 域 幹 線 道 路 建 設 促

進 期 成 同 盟 会  

３ ４  柏 ITS 推 進 協 議 会  

３ ５  消 防 局 企 画 総 務 課  柏 市 消 防 顕 功 会  

３ ６  消 防 局 消 防 職 員 課  柏 市 消 防 職 員 厚 生 会  

３ ７  消 防 局 消 防 団 課  柏 市 消 防 協 力 隊  

３ ８   

議 会 事 務 局 庶 務 課  

柏 市 議 会 議 員 会  

３ ９  柏 市 議 会 議 員 野 球 同 好 会  

４ ０  議 長 会 等 負 担 金 ・ 交 付 金  

４ １  監 査 事 務 局  
千 葉 県 市 監 査 委 員 協 議 会  第 １

ブ ロ ッ ク  



 

   

 

４ ２  農 業 委 員 会 事 務 局  柏 市 農 業 委 員 会 互 助 会 費  

４ ３  
生 涯 学 習 部 生 涯 学 習

課  

柏 市 青 少 年 健 全 育 成 推 進 連 絡 協

議 会  

４ ４  生 涯 学 習 部 文 化 課  
千 葉 県 北 西 部 地 区 文 化 財 行 政 担

当 者 連 絡 協 議 会  

４ ５  学 校 教 育 部 指 導 課  千 葉 県 小 中 学 校 体 育 連 盟 柏 支 部  

４ ６  
学 校 教 育 部 児 童 生 徒

課  
柏 市 長 欠 対 策 研 究 協 議 会  

４ ７  
学 校 教 育 部 児 童 生 徒

課 少 年 補 導 セ ン タ ー  
柏 市 学 校 警 察 連 絡 協 議 会  

※ № １ ２ 及 び １ ８ は 団 体 の 所 有 に 属 さ な い 準 公 金  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



柏市公金以外の現金等取扱基準 

 

令和７年１１月２０日策定 

 

１ 公金以外の現金等とは 

 

 柏市財務規則の適用を受ける市の歳入歳出に属する現金（歳計現金）等及び基金，法律や条

例の規定に従って出納，保管している現金（歳計外現金）以外のもので，職員が職務上出納ま

たは保管するもので，次に掲げるもの。ただし，市立小中学校，市立高等学校で取り扱う公金

以外の現金等を除く。 

(1) 協議会，協会，実行委員会等（以下「協議会等」という。）であって，担当課が事務局と

なって，職員が会計事務を行っている協議会等の所有に属する現金等。 

(2) その他協議会等の所有に属さない，実費として徴収した公金収納をしない現金等または私

人の所有に属する現金等。 

 

２ 公金以外の現金等の取り扱いに係る基本方針 

 

 職員は，次に掲げるいずれかの要件を満たす場合に限り，公金以外の現金等を取り扱うこと

ができる。 

(1) 公金以外の現金等を取り扱うことが公共性を有すること。 

(2) 公金以外の現金等を取り扱うことが市の事務と密接な関係を有すること。 

(3) 職員が公金以外の現金等を取り扱うことについて，合理的な理由があること。 

 

３ 公金以外の現金等の取り扱い 

 

(1) 管理責任者 

 公金以外の現金等に関し，管理責任を負う者は，原則として当該公金以外の現金等に係る事

務を所管する「所属長」（以下「公金以外現金等管理者」という。）とする。 

 

(2) 届出等 

 公金以外現金等管理者は，新たに公金以外の現金等を取り扱うこととなった場合，公金以外

現金等取扱届出書（様式第１号）を，公金以外の現金等の取り扱いを廃止することとなった場

合は，公金以外現金等取扱廃止届出書（様式第２号）を所管の部局長に届け出ること。 

 また，公金以外現金等管理者のほか，事務を取り扱う職員に変更があった場合は，公金以外

現金等取扱者変更届出書（様式第３号）を提出すること。 

 

(3) 保管・出納等 

ア 取り扱うことができる職員 

 公金以外現金等管理者は，管理する公金以外の現金等ごとに，出納及び保管に関する事務を

取り扱う職員（以下「会計担当者」という。）及び事務を補助する職員（以下「会計補助者」

という。）を定めること。 

 

資料２

kansajimu4
長方形



イ 保管等 

(ｱ) 公金以外の現金等ごとに預金口座を開設し管理すること。 

(ｲ) 預金通帳及び届出印は，それぞれ異なる施錠可能な場所に保管すること。 

(ｳ) 届出印の管理は公金以外現金等管理者が行うこと。また，預金通帳及び保管場所の鍵は会

計担当者及び会計補助者がそれぞれ別々に管理すること。 

(ｴ) 原則として，預金口座にかかるキャッシュカードは保持しないこと。ただし，金融機関の

窓口受付時間外に現金等の引き出しが必須であるなどの真にやむを得えない理由がある場合

を除く。なお，キャッシュカードの保管等を行う場合は，上記(ｲ)(ｳ)と同様に行うこと。。 

(ｵ) 収入及び支出における証拠書類は整理・保管し，会計年度終了後５年間保存すること。た

だし，公金以外の現金等を取り扱う協議会等が定める規約に規定がある場合はその限りでは

ない。 

(ｶ) 人事異動等により，会計事務を引き継ぐ場合には，預金通帳，帳簿その他の証拠書類を添

えた会計事務引継書（様式第４号）を作成して引継ぎを行うこと。 

 

ウ 出納等 

(ｱ) 公金以外の現金等の受払状況を明らかにするため，現金については現金出納簿（様式例第

５号）を，現金以外の動産については受払簿（様式例第６号）を備えること。 

(ｲ) 公金以外の現金等の収入及び支出については，収入調書（様式例第７号）及び支出調書

（様式例第８号）により，公金以外現金等管理者の決裁を受けること。併せて，収入調書ま

たは支出調書には，請求書，領収書等，収入または支出に係る証拠書類を添付すること。 

(ｳ) 公金以外の現金を取り扱う場合，収入金の入金または支出金の債権者への支払ともに速や

かに行うこと。止むを得ず現金で保管する場合は，鍵付のロッカーや机で保管し，原則翌日

中に入金または支払を行うこと。 

 

(4) 管理状況の報告 

 会計担当者及び会計補助者は，年２回以上現金出納簿（様式例第５号）または受払簿（様式

例第６号）と預金口座通帳または公金以外の現金等の現物を突合することにより，公金以外現

金等管理者の確認を受け，公金以外現金等管理者は確認結果を部局長に報告すること（ただ

し，取り扱う公金以外の現金等の協議会等による監査が行われる場合はその限りではな

い。）。 

 

(5) 事故等の報告 

 公金以外現金等管理者は，公金以外の現金等の亡失，毀損，帳簿と現金残高の不一致があっ

た場合，速やかに柏市危機管理基本計画に基づき，必要な報告等を行うこと。 

 

(6)その他 

 公金以外現金等管理者は，上記(1)～(5)を踏まえ，必要に応じて要領または事務処理マニュ

アル等を作成すること。また，出納や管理の実態に合わせ，帳簿について，様式例第５号～第

８号を参考として別途様式を定めることについては妨げない。 

 なお，協議会等の所有に属さない公金以外の現金等については，実態に合わせて，上記(1)～

(5)に準じた取り扱いをすること。 


